
「富士見市子ども・子育て支援事業計画（案）」 

に対する意見募集の結果について 
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パブリックコメント実施方法 

 ・募集期間     平成２６年１１月２７日～平成２６年１２月２６日 

    ・告知方法     広報ふじみ 市役所ホームページ 

    ・意見提出方法   郵送、窓口、電子メール、ファックス 

 

番号 意見概要 対応方針 市の考え方 

１ （基本目標 2）学習塾に行けない子供達の支援

志木の総合センターでは教師ＯＢが、経済的な

理由で塾に行けずに学力不足になったり理解

不足になった生徒の補講をボランティアでや

っています。（大学生の活用も検討の余地有。）

また、ふじみ野国際交流センターでは、外国人

の子供たちの学習指導をやっています。（国語

や英語が中心）特に、数学、理科を教えられる

人が少なく困っています。富士見市にも塾に行

けない子供は大勢います。特に高校入試でハン

ディになります。（一生が左右されます。）教員

ＯＢをシルバー人材センターなどを通じ、「有

償ボランティア」として活用し家庭の経済力に

よる学力差を少しでも埋める努力をしません

か。学校教師によっては、生徒が塾に行ってい

る事を前提に授業をする人も居て、授業につい

ていけない生徒はかなりいます。（特に数学、

理科、英語） 

貴重なご意見

として承りま

す。 

 小中学校では、長期休業日

中における補充的な学習を

地域の方々や学生などボラ

ンティアでの協力をいただ

き実施しております。また、

中学校では、定期的に授業以

外の時間を使用した補習の

時間の確保にも努めており

ます。 

 また、各学校では、基礎基

本の定着や確かな学力の育

成を図るため、教員の授業力

向上の研修等を行い、その指

導力向上に努めております。

 

 

 

2 （基本目標 4）中・高校生による有償ボランテ

ィア制度 

貴重なご意見

として承りま

現在、学校においては、総合的

な学習の時間を中心に福祉教育

 富士見市は「富士見市子ども・子育て支援事業計画(案）」に対する意見の募集

を、平成２６年１１月２７日から平成２６年１２月２６日まで行いました。 

 その結果、８通（３４件）のご意見をいただきました。お寄せいただいたご意

見と当該意見に対する富士見市の考え方は下記の通りです。 



地域での子育てで重要なのは、他人への思いや

りという心の教育です。朝霞市などでは、商工

会の協力を得て、1回 500 円のチケットを「有

償ボランティア券」として発行しています。ボ

ランティアは、高齢者の散歩、通院、買物補助、

傾聴活動（30 分）程度です。（犬の散歩、木の

枝切りなどあらゆるニーズに対応も可。）商品

券は市内での買物にのみに使えます。 

中高生にはお年寄りと接する事で、相手を思い

やる心が生まれます。妊婦・障害者の支援も、

有償ボランティア制度でかなり助かる人が多

いでしょう。世代間の交流が生まれ互いに経済

的にも助かり、地域にも消費が生まれる形にな

ります。（有償ボランティアのチケットは高齢

者が額面よりやや安くまとめて購入する形） 

 

す。 に取り組んでおります。 

福祉教育の一環として、地域の

障がい者施設や福祉施設を訪問

し、入居者や利用者の方々のお

手伝いやお話相手となり、交流

を深める活動を実施している中

学校もあります。 

また、学校行事や教育活動に地

域の方々をお招きし、参観等を

していただくなど、交流を深め

ております。 

 

 

３ （基本理念）本年は、日本が「子どもの権利条

約」を批准して 20 年にあたる年です。平成 27

年 4 月より「子ども・子育て支援制度」が本格

導入されるため、富士見市にも次世代育成支援

行動計画に変わる（引き継ぐ）富士見市子ど

も・子育て支援事業計画（案）が取りまとめら

れました。この計画案が良い子育て環境を産

み、運用されることを願い、以下に意見を述べ

ます。 

・保育・子育て支援制度は、権利条約にも掲げ

られている「子どもの最善の利益」がしっかり

確保され、差別されることなくどの子も等しく

平等に保育を受けられるべきです。子どもたち

が健やかに育つために、保育に格差を持ち込ま

ず、事業計画（案）第 3章の基本理念や意義を

ふまえ、すべての施設・事業について、児童福

祉法の理念に基づいた第 24 条 1 項による市町

村の責任によって子どもの権利を守り、子ども

の福祉の向上を実現してください。 

 

原文の内容で

対応し、貴重

なご意見とし

て承ります。

今後の事業を展開する際の参考

とさせていただきます。 

保育に関わる予算の増額につい

ては様々な機会を通じて国・県

に要望しております。また、保

育士の就業継続を目的とした研

修の実施や、民間保育所の保育

士確保・就業継続支援を目的と

した全国的にもまれな保育士宿

舎借り上げ支援事業にも積極的

に取り組んでいます。 



・保育・子育て関連予算を大幅に増額すること

を国に積極的に求めてください。保育利用時間

を保障するため、また質の高い保育環境を実現

するためには、若手～ベテランまで、バランス

のとれた保育士を確保する必要があります。離

職率が高まり、成り手不足を解消するために

は、働き続けられるような処遇の抜本的改善が

不可欠です。現行水準の更なる拡充を。富士見

市が認可する、小規模型保育事業（特に、無認

可施設からの移行、家庭保育室）の保育士割合

を 100％で実施することを目指してください。

 

・保育料については、子育て世代の負担になら

ないような設定を。新制度導入にあたり、パン

フレットやＨＰでの情報公開だけではなく、直

接利用者の声を聞く説明会の開催が必要だと

感じています。（さいたま市では、1 ヶ所 100

人定員の説明会を 4回実施。すぐ定員が埋まっ

たそうです。）子どもを産み、親となった世代

が、地域にも支えられ子どもの成長を通して学

び、親としての役割を果たせた喜びを感じられ

る、親子ともに育つまちになるよう望みます。

４ 【第 4 章】「淑徳大学との連携協力に関する包

括協定」による、学生の保育所等における現場

体験の取り組みについても触れた方が良いの

ではないでしょうか。片務的に実習機会を提供

しているだけでなく、本市の子育てにも効果を

期待しての取り組みです。また、板橋区と東京

家政大学による地域子育て支援拠点事業「森の

サロン」のような、親や中高生・シニアボラン

ティアも取り込んだ世代間交流プログラムに

発展していく源流ともなるものかと思います。

貴重なご意見

として承りま

す。 

市では淑徳大学と保育実習生の

派遣実習に関する協定を締結

し、保育現場における実習を通

じて、保育士としての意識や教

養を高め、実践的な指導力を持

った保育士の養成に取り組んで

いますので、今後も継続してい

けるよう努めてまいります。 

５ 【31 頁下から 3 行目「引き続き保育ニーズに

対応するための施設整備を進める」】19 頁 15

行目において、「駅の近く」の施設ニーズが把

握されていますが、用地の確保が難しいと思い

貴重なご意見

として承りま

す。 

今後の施設整備の際の参考とさ

せていただきます。 



ます。流山市送迎保育システムを参考に、駅の

近くに送迎ポイント※を設置し、自然豊かな地

区の施設まで登園バスを運行してはどうでし

ょうか。園が雑木林の中にあり大きな木の上に

秘密基地がある、広い園庭で自転車レースがで

きる、目の前の田畑で収穫体験ができる、泥だ

らけになって遊べる…そういった保育園・こど

も園もメディアで紹介されています（日本建築

学会『こどもの環境づくり事典』青弓社 2014.9 

中央図書館 376.14/コ 166 頁、174 頁参照）。

整備された市街地と自然豊かな生産地域が共

存し両地域を結ぶ道路も整備されつつある当

市の特徴を生かし、市街地の施設の狭隘化を軽

減するとともに、こういった豊かで伸び伸びと

した教育・保育を提供できるかと思います。ま

た、雑木林など保全すべき郊外の風景は、園庭

に組み入れることで、安定的に維持していくこ

とができます。※ 送迎ポイントとして、駅近

くの金融機関や医院等の事業所の駐車場（8時

前や 18 以降は低利用度）と上層階（バス待ち

室として）をお借りする。ないし事業所建替え

時に、事業所＋送迎ポイント＋保育園分園（バ

ス移動に適さない 3歳未満児と、朝：郊外本園

への登園バス待ち、夕：本園から降園しお迎え

待ちの子を担当）として合築整備する。 

６ （放課後児童クラブ） 

いつもお世話になっております。 

現在、小学校に通う娘がおり、主人も私もフル

タイムで働いており、毎日、学童を利用してお

ります。 

今回の「子ども・子育て支援事業計画案」につ

きまして、放課後児童クラブの利用が 6年生ま

で伸びたということで、ありがたいと思う反

面、現場レベルで考えますと、実際のところ、

児童数の増加により「安心して過ごせる生活の

場を提供し、健全育成を図る」という部分が非

原文の内容で

対応し、今後

の計画推進の

中で取り組ん

で参ります。

各放課後児童クラブの入室児童

数につきましては、各放課後児

童クラブの施設規模により受入

可能児童数が異なります。 

 待機児童につきましては、平

成２２年以降富士見市の放課後

児童クラブでは発生していない

ことから、この現状を維持する

ものとし、条例に則り１支援の

単位(１グループ)毎で運営して

いきます。 



常に困難であると考えます。みずほ台放課後児

童クラブは、第1と第2に分かれておりますが、

第 1の「安心かつ健全に過ごせる数」は多くて

80 名までくらいです。それ以上の人数ですと、

指導員の方々も目を配ることができません。い

じめやトラブルの起こる頻度も高くなるでし

ょう。実際には来年の 4 月からの利用者数は

90 名を超えると聞いています。 

待機児童を減らすのも、もちろん大事ですが、

今いる児童たちの環境が悪化するのを黙って

見ていられる保護者はいません。現状の環境を

より良くするために、支援制度を変えるのでは

ないのでしょうか？どうも私たちには、「枠組

みは決めたから、あとは現場で何とかうまく処

理してください」と言われているようにしか感

じられません。 

空き教室の利用も視野に入れてということで

すが、そういうことが近い将来、実現可能なの

でしょうか。具体的な計画などはあるのでしょ

うか。計画案には１ページ分しか記載がされて

おらず、詳細がわかりません。我々利用者が安

心して子供たちを学童に預けられる環境整備

を望みます。 

 指導員の配置につきまして

は、「おおむね４０人まで」の児

童に対し２名以上としておりま

すが、３名の指導員配置を行う

こととして、条例で定めた基準

よりも手厚い内容としていきま

す。 

 空き教室の利用につきまして

は、現在の富士見市では受入児

童数の超過による場合に、学校

と協議を行い活用しておりま

す。 

 

７ （放課後児童クラブ） 

放課後児童クラブの利用拡大に備え、設備面の

充実を図っているのは伝わってきますが、運営

側の指導員数についての対策が不十分だと感

じます。２年ほど前に議会に指導員の待遇改善

が提出されましたが、５年間の指定管理者制度

の期間中とのことで予算の見直しは行われま

せんでした。まだ、その５年がたたない間での

改革がうまくいくのでしょうか？法律・制度の

新規であることはわかりますが、対策として

は、利用者への説明が受分に行きわたっている

とは感じません。利用者の利便性向上はもちろ

んのことですが、運営する側(指導員の配備体

原文の内容で

対応し、貴重

なご意見とし

て承ります。

今回の制度改正に伴い、放課後

児童クラブの利用対象児童が６

年生までに拡大されたことか

ら、施設・設備についての充実

を図るとともに、指導員の配置

につきましては、富士見市では

最低基準を「おおむね４０人ま

で」の児童に対し２名以上とし

ておりますが、３名の指導員配

置を行うこととして、条例で定

めた基準よりも手厚い内容とし

ていきます。 



制)についても、整備を行っていただき、指導

員の待遇悪化に起因した事故等が起こらない

よう対策を講じてください。指導員側の病気や

不測の事態による欠員対策も十分に講じてい

ただき、無理なシフトから子供へのストレスと

ならないよう願っております。 

８ （放課後児童クラブ） 

2015 年度鶴瀬放課後児童クラブに関する施設

等の要望 

学童保育は、留守家庭の放課後の安全や長期休

暇に、遊びや生活の場として、異年齢集団で子

どもの発達を保障するところです。また、子育

てを応援する場として、保護者から頼りにされ

ています。国の改正で、来年度より６年生まで

の受け入れを可能にしたことにより、今後も増

員の見込みが予想されます。つきましては、子

どもたちが安全に配慮した施設環境の中で健

やかに過ごせるよう次の項目について要望し

ます。 

1.施設について 

鶴瀬小学校北側校舎 1階の改修工事終了後は、

第 1 と第 2 クラブを新しい施設にしてくださ

い。現在の施設は、校庭に面しており、校庭で

活動する児童の「様子が確認でき、安全面で利

点と回答いただきましたが、常に室内から見て

いるわけではなく、校庭に指導員も出てみてい

るので、特に利点とは思えません。校庭とクラ

ブの連絡方法に関しては、今現在クラブと生活

科室の連絡ツールとなっているトランシーバ

ーを利用できるので、問題はないと思います。

室内や設備の格差がありすぎるので、同じ保育

料では不公平感があり、納得できないという声

も上がっています。 

2 トイレについて 

シャワー室（現在、倉庫として使用）を改修し

て、新たなトイレを設置し、男女別にしてくだ

貴重なご意見

として承りま

す。 

 

 

 

施設につきましては、現在の放

課後児童クラブで施設規模を上

回る入室児童数が見込まれるた

めに新規設置をするものであ

り、現在の放課後児童クラブ施

設を活用しながらの運営となり

ます。 

 施設設備につきましては、そ

の施設の開設時期にもよります

が、個々の修繕・改修工事等で

対応を行っております。 

 指導員の配置につきまして

は、富士見市では最低基準を「お

おむね４０人まで」の児童に対

し２名以上としておりますが、

３名の指導員配置を行うことと

して、条例で定めた基準よりも

手厚い内容としていきます。 



さい。現トイレは、個室の壁が低いため、隣を

覗かれる可能性もあり、壁の高さを高くするか

パーテーションの設置をしてください。現状ト

イレ待ちの列ができていることも珍しくなく、

トイレを我慢することあり、登室したくない児

童もいます。今後、高学年を受け入れることに

より、女子の生理の問題も懸念されます。「埼

玉県放課後児童クラブ運営基準」にトイレに関

しては児童が利用しやすい位置に設け、原則と

して男女別と記載がありますが基準を満たし

ていないと思います。鶴瀬放課後児童クラブは

平成 9年から開室しており、市内の建物の中で

一番古いと聞いており、老朽化も見られます。

3指導員の確保について 

指導員については、貴人通りの人数をきちんと

配置してください。10/18 の説明会で指導員数

の提示があり、これに関して市では対応できる

との発言をされていました新クラブ設置まで

に必要な指導員の確保をお願いします。校庭に

出る指導員の確保に関する問題も制度改正に

伴い、基準通りの指導員確保があれば問題にな

らないと思います。 

9 （放課後児童クラブ） 

来年度から、放課後児童クラブの人数が４０人

以上になると、グループ分けをするという案が

あるようですが、この案そのものは良いのです

が、今の現状のまま（台所が１つなど設備が伴

わない状態）では無理があるように思えます。

放課後児童クラブは、就労している保護者、そ

の子どもにとって重要な施設です。これからも

安心して過ごすことができるようによろしく

お願いいたします。 

貴重なご意見

として承りま

す。 

個々の児童の状況把握や相談な

どを考慮し、４０人までのグル

ープ分けで運営を行いますが、

おやつ等の調理については、グ

ループ分けをせずに運用する予

定です。 

10 （子どもの権利の尊重・母子の健康増進） 

NHK のクローズアップ現代でも取り上げられ

ましたが、親の収入が少なく生活保護も様々な

事情から受けていない家庭がかなり有り（片親

貴重なご意見

として承りま

す。 

本市では、平成 27 年度に健康増

進計画を策定する予定ですが、

この計画策定の基礎資料とする

市民意向調査を実施しました。



家庭とは限らない）。子供たちが満足な食事が

摂れていないケースが増えています。貧困率は

全国平均 16％となりこのうちの何割かが「欠

食児童」化しています。（年々悪化しています。）

富士見市の現状把握 

山梨の NPO の調査では、食育が 1日あたり平均

329 円の家庭が相当数居て、平均以下の世帯も

当然あるとの報道でした。（つまり、1 食平均

100 円以下に相当するわけです。）富士見市の

現状を具体的に調査し、欠食による生育不良へ

の対応をすべきでしょう。（体重の減少する児

童などが指標となるようですが、個人的な事情

もあり調査は簡単ではないとは思います。） 

この中で食育に関する設問も設

定しています。ただし、この調

査は、無作為抽出による調査で

すので、ご提案のような悉皆調

査は、難しいものと考えます。

 

 

11 （障がい児施策の充実） 

8 月のキラリでの中高校生のアート展に、障害

児学級や特別支援学校の作品が無かった。アー

トの分野で障害者アートは「アール・ブリュッ

ト」（生の芸術）としてたいへん注目されてい

ます。ぜひ、市内でもアートの分野でのバリア

フリーを実現し、健常者アートと障害者アート

の展覧会の共催をしてほしいです。（教育委員

会と障がい福祉課の調整？）学校卒業後の障害

者はアートの才能があっても埋もれているこ

とが多い。埼玉県のアート展や、ビッグアイア

ートプロジェクト（大阪・堺市）国際アート展

への応募を支援し、富士見市からアール・ブリ

ュットの作家を育てましょう。 

貴重なご意見

として承りま

す。 

現在も、各学校が行う作品展や

市内美術展において、通常学級

の児童生徒の作品とともに、特

別支援学級や特別支援学校の児

童生徒の作品も出品し、合同で

開催しております。 

また、毎年１月末に特別支援学

級・特別支援学校児童生徒合同

作品展を中央図書館にて開催

し、市民の皆様に特別支援学

級・特別支援学校の児童生徒の

作品に触れていただく機会を設

けており、今後も充実させてい

きたいと考えております。 

12 （障害児施策の充実） 

キラリの障害児利用の完全無料化 

キラリの公演は基本は有料で、豊かではない障

害児とその家庭はなかなか利用できません。空

席も多いのにほとんど見かけません。せめて子

供たちだけでも無料にし、埋もれかけているア

ートの才能を開花させるチャンスを提供しま

しょう。障害があっても、アートの才能のある

人はたくさんいます。入口を閉じないようにし

貴重なご意見

として承りま

す。 

ご提案の入場料金の無料化は困

難ですが、市では、障がいをお

持ちの方はもとより、多くの

方々に優れた舞台芸術に触れて

いただける施策を指定管理者

（キラリふじみ）とともに、検

討して参りたいと考えておりま

す。 

 



ませんか。 

13 第 2 章には本計画を実施するにあたり必要な

人材の需給分析が、第 4章には人材の確保に関

する施策が、それぞれ必要ではないでしょう

か。厚生労働省「保育を支える保育士の確保に

向けた総合的取組」（平成 25 年 10 月 16 日）に

よれば、「平成 29 年度末には保育士が約 7.4

万人不足…保育士の確保は喫緊の課題」とのこ

とです。また、大臣による「保育士確保に関す

るメッセージ」（平成 25 年 12 月 26 日）が発表

されています。例えば、教育訓練給付金やキャ

リアアップ助成金が活用できる幼保の資格取

得講座を近隣大学で開講、有資格者未就業者

（潜在保育士）の技能知識を維持する研修的勤

務を用意、などがあるかと思います。 

貴重なご意見

として承りま

す。 

保育士確保については、日常的

に取り組んでおり、市では現在、

淑徳大学と保育実習生の派遣実

習に関する協定を締結していま

す。具体的には、淑徳大学の学

生を市内の保育所や子育て支援

センターで受け入れ、約９か月

間にわたり、児童や保護者と接

することで、保育所業務や子育

て支援等の現場を体験し、子育

て支援に携わる意識の高揚を図

ることとしています。 

14 【48 頁 1 行目「（４）子どもの発達段階に応じ

た支援」】 地域の集会所と公園がより子育て

支援の機能を担えるように、これらの一体化を

徐々に進めて欲しいと思います。目の前が公園

で集会所に掃き出し窓があれば、視界内で子ど

もを遊ばせながら地域のミーティングに参加

することができます。48 頁「4 青空児童館(あ

そびの学校)」のような行事をする際、集会所

をバックヤードや臨時「赤ちゃんの駅」として

使用できます。お店のバリアフリーが十分でな

い、他のお客さんに迷惑かも…と利用できなか

った市内の名店から、出前・ケータリングをと

ってパパ・ママ・子どもの交流パーティーをす

ることができます（食後、大人はお茶で歓談、

交代で見守りながら子どもは目の前の公園）。

急な雨でも庇の下で雨宿りして親の迎えを待

ったり、雨音を楽しみながらの遊びをしたりも

できます。集会所での会合利用時はもちろん、

利用がない時でも（雨戸を閉めても）腰掛けら

れる庇の下の縁側があれば地域の大人がお喋

りを楽しむ場ともなり、子の脅威となる不審者

貴重なご意見

として承りま

す。 

公園と集会所を連携させること

により、それぞれの機能がより

充実したものになると考えられ

ます。しかし、公園と集会所の

一体化には、立地条件や管理等

の難しい課題もあります。今後

の集会所の整備や移設を進める

際に貴重なご意見として承りま

す。 



や遊具破損・落書きに気付く機会が増えます。

例えば、山室公園の奥側の遊水地も兼ねる広場

は閉鎖されており、ここに支柱を立てて、老朽

化しつつある山室集会所を移転しても良いよ

うに思います（跡地は定期借地で運用か売却）。

15 【48 頁「4 青空児童館(「あそびの学校」)の

推進…母親同士のコミュニケーションの場」】

「母」の一字を削除し、父親も想定した方が良

いと思います。 

貴重なご意見

として承り、

計画（案）の

修正を行いま

す。 

 ご指摘のとおり「母親」を「保

護者」に改めます。 

 

16 （国際性を育む教育の推進） 

世界文化遺産（和食、和紙など）の例のように

真の国際性の根源は、私たちの伝統文化の中に

有ります。外国語教育とともに、伝統文化の発

展継承の主体としての子供たちの位置付けが

必要でしょう。 

①志木市の事例 

今年度より、子供たちを対象に民謡、邦楽器（和

太鼓、三味線、琴、尺八など）の体験会をやっ

ており、私の母は民謡、三味線の講師をしてい

ます。和太鼓は市内でとても人気ですが、他の

邦楽器も子供達の触れる機会を増やし伝統を

継承するとともに、国際社会の中での日本人と

してのアイデンティティーをしっかり持たせ

ることが、結果として国際性につながります。

②南畑八幡神社の獅子舞の中断 

諏訪神社の獅子舞は盛んですが、南畑は中断し

てしまいました。特に笛の吹き手が足りないそ

うです。ぜひ、地元の文化の伝承をするために、

子供たちを指導していきませんか？あと数年

で指導者も出来なくなるとも伺いました。希望

者はけっこう居るはずですが音楽教育と連動

させていけば可能性が有ると思います。ダンス

も教育の中に取り入れられていますが、「獅子

舞」も立派なダンスです。（富士見特産の扇だ

こも残していきたいです。「川越だこ」として

貴重なご意見

として承りま

す。 

 

新学習指導要領による伝統や文

化に関する教育の充実に伴い、

国語や音楽の授業では、歌舞伎

や、狂言、和楽器の音色や演奏

についての理解を深めておりま

す。市の人材バンク等を活用し、

実際の和楽器の演奏を聴いた

り、多くの中学校では、専門家

を招いて琴や尺八の演奏に取り

組んだりしております。 

また、小学校では、３，４年生

を対象とした社会科副読本「ふ

じみ」を作成しており、その中

で、小川和紙や富士見市のお祭

りについて学ぶ機会を設けてお

ります。今後も、様々な形で伝

統文化に触れる機会の充実に取

り組んでまいります。 

  

 



土産物産業でもありました。） 

③市民会館の活用 

キラリの狂言（野村父子）では中学生が少数の

先生の指導で来ていましたが、見て「楽しかっ

た」と言っていました。空席も目立つ公演でし

たが「もったいない」です。学校単位で無料招

待し、伝統文化の楽しさを学ばせて国際性をや

しないましょう。 

キラリの邦楽、書、華道などにもぜひ学校教育

の一環として鑑賞をさせましょう。国際性とい

うものは、他の文化で育った人々に「何を語れ

るか」という点にあるので、語学だけが出来て

も何の意味もありません。日本文化に興味を持

つＡＥＴも協力を惜しまないはずです。 

かつて小口益一が提唱した「地域文化おこし」

は、子供達の世代に委ねるしかありません。豊

かな地域文化の中で育った子供たちこそが、真

の国際性を持つことでしょう。外国語教育と共

に伝統文化のソフトウエアを尊重しましょう。

17 （小学生・中学生への支援） 

富士見市からオリンピック、パラリンピックの

選手を育てる（健やかな体） 

（1）オリンピック（2020 年東京） 

6 年後に 20 才前後になる世代（14～17 才）の

中から、富士見市で特に有名な砲丸投げの選手

を育て、オリンピックに出場させませんか。競

技人口が少ないので、チャンスはあります。専

門のトレーナーを呼び、体幹の強さなど基本的

な才能の有る「選手の原石」を見出しましょう。

（2）パラリンピック（2020 年東京） 

パラリンピック種目のうち市内の障害者・児の

活躍できる分野とマッチングさせ、コーチを呼

び、組織的にパラリンピアンを育てる。 

※富士見市で製造される砲丸投げの玉の世界

へのアピールにもなるでしょう。第二の室伏選

手（ハンマー投げ）が出るとおもしろいです。

貴重なご意見

として承りま

す。 

市内の中学校から関東大会や全

国大会に出場し、様々な種目で

優秀な成績を上げている生徒が

多数おります。今後も、部活動

のさらなる充実に向けた支援に

努めてまいります。 

また、市といたしましても、市

内小中学校の体力における課題

を投力と位置づけ、その向上に

全市で取り組むとともに、各小

中学校においては、その現状に

応じた体力向上策に取り組み、

児童生徒の健やかな体の育成に

努めております。 

また、富士見市在住のすばらし

い方々を題材とした道徳教材資

料作成の計画のなかで、富士見



（ご参考）ＮＨＫクローズアップ現代（2014

年 9 月 26 日、子どもの貧困） 

市において世界的な砲丸を製造

されている辻谷政久さんについ

ても、市内の子ども達に広めて

いきたいと考えております。 

18 （食育の推進） 

子供食堂（＝食育） 

豊島区要町では、どの児童も手伝えば無料で食

事の出来る「子供食堂」を運営する NPO が有り、

欠食児童を救済しています。（月 2 回）食事を

多勢で摂ることをはじめて経験する児童も居

て、心身に良い影響を与えるとのことです。福

祉喫茶の機能と子供食堂の機能を兼ねる公営

の「福祉喫茶」を市内につくりませんか。（特

に水谷東地区には喫茶店がゼロです。） 

貴重なご意見

として承りま

す。 

平成 27 年度に予定している食

育推進行動計画を含む健康増進

計画策定の中で検討してまいり

ます。 

19 （食育の推進） 

子どもの権利尊重 

きちんとした食事は憲法の定める「生存権」の

基本です。学校給食とともに、子供の権利とし

ての尊重をしたいものです。幸い富士見市は農

業が盛んです。市内の農産物の地産地消として

も、欠食児童対策は有用でしょう。農産物には、

少なからず規格外品が出てしまい廃棄されて

いますが、食べられるものを子供たちのために

活用しませんか。（野菜など） 

市内の果樹の利用 

柿、みかんなどが放置され腐ったり、鳥のエサ

になっているのを見かけます。所有者の了解を

得て、子供たちのおやつに無料で提供しません

か。子供たちも自然に触れて豊かな心を持てる

ようになるでしょう。果実を取るのに高学年の

生徒を活用すれば、子供たちの間の世代交流に

もつながります。 

貴重なご意見

として承りま

す。 

市では地産地消を進めておりま

すが、規格外の農産物につきま

しては、必ずしも廃棄されるわ

けではなく、各農家でそれぞれ

直売所等において、安価で安全

な農産物として販売されていま

す。 

また、放置された農産物（果樹）

の利用ですが、全学校統一の取

り組みとしては、食品衛生上の

問題や宅地（農地）等への侵入・

数量の確保の点から困難と考え

ます。 

20 【58 頁 表「1 防犯体制の整備・推進】PTA

やスクールガードの活動マニュアルについて

は、横浜市の「スクールゾーン活動のしおり」

「通学路安全点検ハンドブック」「通学路はた

貴重なご意見

として承りま

す。 

学期毎に、児童の安全確保に向

けたスクールガード・リーダー

の研修会を実施しております。

実際に交差点を利用し、児童の



ふり誘導ハンドブック」を参考に、さらに充実

していただければと思います。なお、福岡県粕

屋町は、このうち、「はたふり」のデータを横

浜市から提供を受けて同町 HP でも公開してい

ます。良いものはそのまま使わせていただく、

というのも良い手だと思います。 

横断の仕方や通行方法などにつ

いて、元警察官のスクールガー

ド・アドバイザーより指導して

いただく現場研修を行い、スク

ールガード・リーダーの資質向

上に努めております。今後、さ

らに子どもの安全確保のため

に、研修内容の充実に努め、ス

クールガード・リーダーを中心

とした児童の安全確保を充実し

て参ります。 

21 【58 頁「2 防犯を基本としたまちづくりの推

進」】青色回転灯の車両の追加はお金や運行上

の規制もあるようですので、単に白黒ツートン

カラーにした公用車を通常の業務で使っては

どうでしょうか。八尾市役所が通称「パンダカ

ー」としてそのような車両を使っていました。

「これが本物のパトカーだったら…」と思って

踏み止まってくれたり、スピードを抑えてくれ

たりすればと思います。 

貴重なご意見

として承りま

す。 

ご要望いただいた車両について

は現在１台あり、市内を乗用し

ております。ただ市の仕事上、

市民宅へ伺うことが多くあるた

め、そのような用途として使用

することに対し（市民の側から

見て）感情的な問題があると思

いますので、現状のままでの対

応としていきます。 

22 【58 頁 表「4 通学路の安全確保」】豊島区立

郷土資料館から重要文化財明日館にかけての

生活道路の路側帯に、半年ほど前、インターロ

ッキングブロックに似せた模様の路面塗装が

施工されました。沿道の建物と同じような色で

すので運転者により狭路感を与えてスピード

を抑制し、かつ街並みに馴染んでいます（安全

と美観を両立）。当市においても応用し、グリ

ーンベルトとの使い分けにより、メリハリを付

けて運転者に訴求するかと思います。 

貴重なご意見

として承りま

す。 

通学路における狭隘な生活道路

等の安全確保については、関係

部署や学校関係者と連携し、計

画的な区画線の整備を実施して

いきたいと考えていますが、そ

の手法については、費用対効果

や維持管理コストなどから判断

していきます。 

 

23 【58 頁 表「4 通学路の安全確保」】農道のよ

うな場所でも通学路には道路照明が手厚く設

置されていますが、農業生産に光害を強いてい

たり、逆に、時期によっては一部消灯で対応し

ていたりと、なかなか生産と道路安全の両立が

大変のようです。山口大学で産学連携による

貴重なご意見

として承りま

す。 

本市は、農道も含めて市が管理

すべき道路については、市道認

定を行い管理をしており、市民

の安心安全を確保する観点から

も、必要に応じて防犯灯等の整

備を行っております。 



「農作物への光害阻止 LED 照明」の開発が進め

られていますので、こういった設備の導入も今

後施策として欲しいです。 

このように、特に、農道に限定

をした対応は困難と考えており

ますので、頂きましたご意見に

つきましては、将来に向けての

研究課題とさせていただきま

す。 

 

24 【58 頁 表「7 小中学区の安全マップの作成

の推進…「安全マップ」について、各学校が家

庭・地域の協力を得ながら」】 配達や送迎を

実施している事業所は、「児童にぶつかりそう

になった」といったヒヤリ・ハットの集約によ

る安全運転の向上を目指している所もありま

す。そういったデータは、教委が窓口となって

各学校に送付した方が、各学校が事業者に働き

かけるより効率的かと思います。また、当市も

いくつかの手続きを掲出している埼玉県電子

申請・届出サービス上に事業者用の投稿フォー

ムを用意すれば、迅速に安全マップや道路・防

犯灯の修繕に活かしていくこともでき、同じ入

口の県警「標識ＢＯＸ・信号機ＢＯＸ（道路標

識・信号機意見箱）」宛て投稿も増やすことが

できるかと思います。道路上のある地点を web

地図で指定して投稿するのは県警と同じなの

で、流用のライセンス料は生じても開発費は不

要です。 

貴重なご意見

として承りま

す。 

小学校は児童が地域を知る教育

活動の一環として、保護者や地

域の皆様の協力により学区内の

安全(防災)マップを作成し、そ

のマップを安全指導等に活用し

ております。 

また、児童生徒の安全確保のた

め、交通事故や不審者等の事案

について教育委員会から情報を

発信し、事故防止の注意喚起を

行っております。今後も、児童

生徒の安全指導を計画的に実施

して参ります。 

25 【58 頁 表「8 ベビーカー等が安心して通れ

るまちづくりの推進」「歩行空間の確保」】保育

所の送迎や子を連れての買い物には、自転車が

多く利用されています。「自転車の走行空間」

にも配慮いただきたいと思います。また、幼児

2人同乗用自転車（親子 3人が乗車）は安定性

の高い三輪タイプのものも出てきていますが、

高額でありながら子の成長により不要となる

ものです。船橋市、平塚市のような長期レンタ

ル制度により、普及を図ることも必要だと思い

貴重なご意見

として承りま

す。 

3 人乗り自転車のレンタル制度

については、その安全性や貸し

出しのための点検整備など、課

題があると考えております。今

後、子育て支援事業の内容を検

討していく際の参考とさせてい

ただきます。 



ます。 

26 【59 頁 表「3 急病・救急医療の情報提供の

充実」】 ここ列挙された媒体は焦っていると

きに参照しにくい面もあると思われます。こど

も医療費受給資格証・お薬手帳・保険証・かか

りつけ診察券・相談部署名刺などをまとめて携

行できるフォルダーを配布し、その表紙に休日

急患診療所・#8000・中毒 110 番などの電話番

号やコードを記載、常に目に入るようにしてお

く手も考えられます。タクシー・ベビー用品・

保険代理店・子ども向けレジャー施設などから

の広告付けて、ゼロ予算事業とすることもでき

るでしょう。 

貴重なご意見

として承りま

す。 

今後、子育て支援事業の内容を

検討していく際の参考とさせて

いただきます。 

27 【59 頁 表「5 子育て情報誌の発行」】 「方

向性」として、ふじみ野市の web 版・冊子版「マ

マフレ」のような官民協働事業による発行も考

えられるかと思います。営利のお店にも子育て

を支援する機能がありますが、行政自身が発行

する情報誌には掲載しにくい面があります。子

どもと一緒に安心して来店できるカフェの特

集などがあれば、親同士の仲間づくりや、子育

てを経験した店主との交流も図れると思いま

す。市民便利帳のように広告収入をもって発行

できるでしょう。 

原文の内容で

対応し、今後

の計画推進の

中で検討して

参ります。 

市発行の子育てガイドブックの

内容充実に引き続き取り組み、

より充実した子育て情報誌を目

指してまいります。 

28 【59 頁 表「6 外国籍市民への情報提供の充

実」「外国籍市民の日常生活を支援します」】

「外国籍市民」という括りが適切か、今一度検

討が必要かと思います。個人的には、「外国籍

市民【等】への情報提供の充実」「日本語の使

用や制度・習慣の違いなどに不安を感じている

方の日常生活を支援します」といった表現の方

が良いと感じます。 帰化、両親が国際結婚（の

ちに日本に引っ越し）、残留孤児など、日本国

籍を有している方でも支援を必要としている

方はいらっしゃると思います（逆に、「自分は

日本人以上に日本を知っている」という外国籍

原文の内容で

対応し、貴重

なご意見とし

て承ります。

問合せがあった場合は、日本語

教室や相談窓口の紹介を行い、

柔軟に対応します。 



の方も）。 

29 （子どもの健全育成の充実） 

水谷東公民館の休けい場（テーブル）は、小中

学生利用禁止とされている。公民館は子供から

大人までが等しく交流できる貴重な場であり、

何か事件があったようだがとても残念。水谷東

地区には喫茶店も全く無く、夏・冬は志木にバ

スで行く子供が多い。地域に子供からお年寄り

までが気楽に集える「福祉喫茶」を作り、100

円でいくらでも居られて交流できる場所にし

て欲しい。子供の育成は大人との触れ合いが大

切だが、今はほとんど無い。高齢者も子供と話

をするのを楽しみにしている。空家もたくさん

あるので防犯のためにも、だれでも気軽に立寄

れる福祉喫茶の存在が有用でしょう。 

貴重なご意見

として承りま

す。 

 水谷東公民館ロビー（フリー

スペース）の利用については、

予約をしなくても地域の方が打

ち合わせや談話をできるように

設けたものです。また、小中学

生は児童室を自由に利用するこ

とができます。 

 「福祉喫茶」の設置について

は、貴重なご意見として承りま

す。 

30 【61 頁図内、62 頁表内「富士見市歯科口腔保

健推進計画」】本子育て計画と歯科計画、それ

ぞれの公表の時期によりますが、「※策定中」

「平成○年度策定予定」との注記が必要かもし

れません。 

原文の内容で

対応し、貴重

なご意見とし

て承ります。

策定は終了しています。 

31 【64 頁下から 7 行目「市内の多様な施設・サ

ービス等の情報についても、広報紙やホームペ

ージ等で市民への周知に努めます。」】 「市内

外の」ないし「市内を中心とした」という表現

の方が良いと思います。当市は交通の便が良

く、市民は通勤通学で長い生活動線を持ってい

ますし、特に住居地を問わない施設・サービス

もあります。なお、19 頁 16 行目「生活導線も

視野に入れた教育・保育の提供体制を検討して

いく必要があります」にも関係する視点です。

原文の内容で

対応し、貴重

なご意見とし

て承ります。

市内の多様な情報を幅広く、必

要とする市民に情報提供してい

くものです。 

32 【65 頁 推進体制図】幅広い年齢層を対象に

した施設でありながら、子ども向けプログラム

にも力を入れて実施している施設として、公民

館・交流センター・図書館が列記されています。

これらと同じような性格の施設であるキラ

リ・総合体育館・市立資料館も入れてはどうで

貴重なご意見

として承り、

計画（案）の

修正を行いま

す。 

ご意見を参考に図の修正を

行います。 

 



しょうか。すべての施設名を同じ大きさで表記

すると見づらくなりますので、「公共施設」と

いう大きな括りの中に、これらの施設名を小さ

目のフォントで列挙した方がいいと思います。

ないし、図には「公共施設※」とだけ表記して、

図の下に、「※公民館・交流センター・図書館・

キラリ・総合体育館・市立資料館」と。 

33 【67 頁 資料編】当市の他の計画でもそうし

ているように、「子ども・子育て支援新制度に

関するニーズ調査」の調査票（アンケートの各

設問の、問いかけ文の原文がわかるもの）を添

付した方が良いと思います。 

原文の内容で

対応し、貴重

なご意見とし

て承ります。

事業計画書は、ページ数に制限

があるため、調査票を記載して

いくことは難しいと考えます。

また、ニーズ調査報告書は別刷

で発行いたします。 

34 私は来年度より子供が市内の私立幼稚園に上

がる子を持つ専業主婦です。現在パートでも働

いています。新しい制度は、保育園に入る子を

持つ家庭ばかり優遇され、共働きで働く、収入

の多い家庭の（保育園の）保育料が安く、サラ

リーマン家庭（妻が一人で子を見なければなら

ない家など）は市内にある私立幼稚園へ少ない

収入から高い保育料を払う現状が大変不平等

に感じます。 

確かに小学校に上がるまでは幼稚園へ通わせ

ることは任意ですが、生活が苦しくとも高い保

育料を払って幼稚園へ通わせる家庭が殆どだ

と思います。まして、新制度に移行する市内の

私立幼稚園はほぼなく、私達には限られた選択

肢しかありません。市が市内の私立幼稚園へ新

制度移行を強くお願いするか、もしくは私立幼

稚園を選択した家庭へも補助をお願いします。

または、市立幼稚園を大幅に増設頂きたいで

す。待機児童ばかりが問題ではありません。一

人で子供を見なければいけない環境の、母親た

ちへの子育て支援をあつく期待しております。

心よりお願い申し上げます。 

貴重なご意見

として承りま

す。 

現在、私立幼稚園へ通園させて

いる保護者の経済的負担の軽減

を図るため、「私立幼稚園等就園

奨励費補助」という制度があり

ます。この制度は平成２７年度

以降も継続されます。また、私

立幼稚園の新制度への移行は各

幼稚園の判断となっています

が、今後も情報提供など継続し

て行っていきます。 

 


